
 

益  田  市 

令 和 ７ 年 ５ 月８日 

報  道  発  表  資  料 

 

 

 

 

 益田市差別のない人権尊重の社会づくり条例制定  

 記念事業の実施について  

 
 

 

 このことについて、下記のとおり開催しますのでご案内いたします。 
 

 
益田市差別のない人権尊重の社会づくり条例の制定を記念し、条例の周知及び記念

講演会を実施する。 

 

１．実施日時  令和７年６月２８日（土） １３：００～１５：００ 

 

 

２．実施場所  益田市人権センター 多目的ホール 

 

 

３．実施内容  13：00～ 開会・主催者あいさつ（益田市長） 

13：10～ 益田市差別のない人権尊重の社会づくり条例の概要説明 

13：30～ 記念講演 

「部落問題を通して考える日常の中の差別」 

         上川多実さん（BURAKU HERITAGE運営メンバー） 

 

４．実施主体  益田市 

 
        
５．問い合わせ先 益田市福祉環境部人権センター 電話 0856-31-0412 
 

  

 

 

 

 

担当課 福祉環境部人権センター 

担当者 山下 栗山  

電話番号 0856-31-0412 

ＦＡＸ番号 0856-31-0414 

E-mail jinken@city.masuda.lg.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  

       

 

場 所  

  

 

 

 

 

 

 

講 師   上川多実さん 

 

 

 

 

 

 

 

           

〈プログラム〉 

１３：００ 開会・あいさつ 

１３：１０ 益田市差別のない人権尊重の社会づくり条例の概要説明 

１３：３０ 記念講演 

１５：００ 閉会 

                  

みなさんは部落問題を知っていますか？ 

部落問題は見えづらくなっていることも確かです。差別を｢する・しない｣ではなく、社

会の中に｢ある｣もの。差別がある世の中でどう生きるのかを一緒に考えてほしいのです。 

関西の被差別部落出身の両親のもと、東京の部落ではない地域で生ま

れ育つ。「わたし」から始まる「部落」の情報発信サイト BURAKU HERITAGE

の運営メンバーの一人で、現代の見えづらい部落問題について発信をし

ている。 

単著に『〈寝た子〉なんているの？ 見えづらい部落差別と私の日常』

里山社。共著に『部落の私たちがリモートで好き勝手にしゃべってみた』

解放出版社。 

 

入場無料・申込不要  手話通訳・要約筆記あり 


